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告 示
栃木県告示第140号
　次の指定医療機関から、生活保護法（昭和25年法律第144号。中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永
住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号）第14条第４項
（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律（平成
19年法律第127号）附則第４条第２項において準用する場合を含む。）においてその例による場合を含む。以下
同じ。）第50条の２の規定により指定医療機関の事業を廃止した旨の届出があったので、生活保護法第55条の
３の規定により告示する。
　　令和８（2026）年３月17日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
病院、診療所又は薬局

廃 止 年 月 日 名 称 所 在 地

令和８（2026）年１月31日 中山内科医院 足利市通２-2739

令和８（2026）年１月31日 せんど薬局 鹿沼市千渡1868-１

令和８（2026）年１月31日 足尾双愛病院 日光市足尾町砂畑4147-２

令和８（2026）年１月31日 メープル薬局　益子西店 芳賀郡益子町塙304-３

令和８（2026）年２月14日 さくらファミリーほうもん歯科 足利市江川町３-４-４

令和８（2026）年２月15日 医療法人社団正基会歯科医院クローズ
アップ

日光市豊田若林79-１　イオン今市
店２階

令和８（2026）年３月31日 倉持整形外科　芳賀 芳賀郡芳賀町大字祖母井1066

（保健福祉課）　
　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第141号
　介護保険法（平成９年法律第123号）第41条第１項に規定する指定居宅サービス事業者を指定したので、同
法第78条の規定により次のとおり公示する。
　　令和８（2026）年３月17日
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栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

介 護 保 険
事業所番号

事 業 者 の
名 称 又 は 氏 名

指定居宅サービス事業所 指 定 の
年 月 日

サ ー ビ ス
の 種 類名 称 所 在 地

0970203998 ケアサプライシステムズ
株式会社
代表取締役
駒井　将人

訪問介護ステー
ションわかば足利
西事業所

足利市大前町438-
１　MACHIYA-
M２階

令 和 ８
（2026）年
３月１日

訪問介護

0960390201 株式会社ツクイ
代表取締役
高畠　毅

ツクイ栃木訪問看
護ステーション

栃木市大平町富田
376番地８　１階

令 和 ８
（2026）年
３月１日

訪問看護

0970204004 株式会社Ｓａｖｉｎｇ　
Ｌｉｖｅｓ
代表取締役
小林　浩一

アイデイサービス
足利

足利市常見町二丁
目11番８号

令 和 ８
（2026）年
３月１日

通所介護

0970204012 株式会社Ｓａｖｉｎｇ　
Ｌｉｖｅｓ
代表取締役
小林　浩一

アイデイサービス
笑の樹

足利市常見町二丁
目11番７号

令 和 ８
（2026）年
３月１日

通所介護

0970204020 株式会社Ｓａｖｉｎｇ　
Ｌｉｖｅｓ
代表取締役
小林　浩一

アイデイサービス
なかま

足利市常見町二丁
目11番３号

令 和 ８
（2026）年
３月１日

通所介護

0970402764 アイバサンケイ株式会社
代表取締役
中内　孝利

デイサービスセン
ターひばり

佐野市栃本町2203
番地１

令 和 ８
（2026）年
３月１日

通所介護

0970803334 ライフアシスト株式会社
代表取締役
小池　敏雅

デイサービスきた
えるーむ小山城東

小山市城東二丁目
６番15号

令 和 ８
（2026）年
３月１日

通所介護

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第142号
　介護保険法（平成９年法律第123号）第53条第１項に規定する指定介護予防サービス事業者を指定したの
で、同法第115条の10の規定により次のとおり公示する。
　　令和８（2026）年３月17日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

介 護 保 険
事業所番号

事 業 者 の
名 称 又 は 氏 名

指定介護予防サービス事業所 指 定 の
年 月 日

サ ー ビ ス
の 種 類名 称 所 在 地

0960390201 株式会社ツクイ
代表取締役
高畠　毅

ツクイ栃木訪問看
護ステーション

栃木市大平町富田
376番地８　１階

令 和 ８
（2026）年
３月１日

介護予防訪
問看護

（高齢対策課）　
　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第143号
　次の事業の土地改良事業計画を定めたので、土地改良法（昭和24年法律第195号）第87条の３第７項におい
て準用する同法第87条第５項の規定により公告する。
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　なお、同法第87条の３第７項において準用する同法第87条第５項の規定により、土地改良事業計画書の写し
を所轄農業振興事務所において縦覧に供する。
　この公告に係る決定については、所轄農業振興事務所を経由して、栃木県知事に同法第87条の３第７項にお
いて準用する同法第87条第６項の審査請求をすることができる。
　　令和８（2026）年３月17日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

事 業 名 縦 覧 期 間 審 査 請 求 期 限 所 轄 農 業 振 興 事 務 所

県営玉田地区土地改良（区画整理）
事業

令和８（2026）年
３月18日から同年
４月15日まで

令和８（2026）年
４月30日

上都賀農業振興事務所

（農地整備課）　
　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第144号
　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。
　その関係図面は、栃木県県土整備部道路保全課において、令和８（2026）年３月17日から同年４月15日まで
一般の縦覧に供する。
　　令和８（2026）年３月17日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
Ⅰ
道路の種類　県道
路　線　名　主要地方道　今市氏家線
道路の区域

整理番号
変更前
後の別

区 間
敷地の幅員
（メートル）

延 長
（メートル）

備 考

66
前

日光市塩野室町字立野2831から
日光市塩野室町字立野1022-１まで

13.6 ～ 19.2 143.4

後
日光市塩野室町字立野2831から
日光市塩野室町字立野1022-１まで

13.1 ～ 16.7 143.4

Ⅱ
道路の種類　県道
路　線　名　主要地方道　宇都宮船生高徳線
道路の区域

整理番号
変更前
後の別

区 間
敷地の幅員
（メートル）

延 長
（メートル）

備 考

325
前

日光市塩野室町字栗木沢1504-20から
日光市塩野室町字栗木沢1504-20まで

10.4 ～ 12.5 7.8

後
日光市塩野室町字栗木沢1504-20から
日光市塩野室町字栗木沢1504-20まで

10.4 ～ 11.9 7.8

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第145号
　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、次の道路の供用を開始する。
　その関係図面は、栃木県県土整備部道路保全課において、令和８（2026）年３月17日から同年４月15日まで
一般の縦覧に供する。
　　令和８（2026）年３月17日
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発行人　栃木県　〒320-8501　宇都宮市塙田１丁目１番20号

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

整理番号 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の期日

67
主 要 地 方 道
藤 原 宇 都 宮 線

宇都宮市関堀町字前田92-１から
宇都宮市関堀町字前田47-１まで

令和８（2026）年
３月17日

（道路保全課）　
　───────────────────────────────────────────────

選挙管理委員会
栃木県選挙管理委員会告示第18号
　地方自治法（昭和22年法律第67号）第74条第１項、第75条第１項、第76条第１項、第80条第１項、第81条第
１項及び第86条第１項並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和31年法律第162号）第８条第１
項の規定による選挙権を有する者の総数の50分の１、当該総数の80万を超える数に８分の１を乗じて得た数と
40万に６分の１を乗じて得た数と40万に３分の１を乗じて得た数とを合算して得た数、当該総数の40万を超え
る数に６分の１を乗じて得た数と40万に３分の１を乗じて得た数とを合算して得た数及び３分の１の数は、そ
れぞれ次のとおりである。
　　令和８（2026）年３月17日

栃木県選挙管理委員会委員長　　金　　田　　尊　　男　　
１　県の議会の議員及び知事の選挙権を有する者の総数の50分の１の数
  31,699人
２　県の議会の議員及び知事の選挙権を有する者の総数の80万を超える数に８分の１を乗じて得た数と40万に
６分の１を乗じて得た数と40万に３分の１を乗じて得た数とを合算して得た数
  298,117人
３　県の議会の議員の宇都宮市・上三川町選挙区における選挙権を有する者の総数の40万を超える数に６分の
１を乗じて得た数と40万に３分の１を乗じて得た数とを合算して得た数

  142,165人
４　県の議会の議員の各選挙区（宇都宮市・上三川町選挙区を除く。）における選挙権を有する者の総数の３
分の１の数
足 利 市 選 挙 区 38,656人
栃 木 市 選 挙 区 42,411人
佐 野 市 選 挙 区 31,380人
鹿 沼 市 選 挙 区 26,022人
日 光 市 選 挙 区 21,354人
小 山 市・ 野 木 町 選 挙 区 52,153人
真 岡 市 選 挙 区 20,901人
大 田 原 市 選 挙 区 18,998人
矢 板 市 選 挙 区 8,594人
那須塩原市・那須町選挙区 38,982人
さくら市・塩谷郡選挙区 23,034人
那須烏山市・那珂川町選挙区 10,871人
下 野 市 選 挙 区 16,562人
芳 賀 郡 選 挙 区 16,717人
壬 生 町 選 挙 区 10,684人

　───────────────────────────────────────────────


